
    ご利用ください！

健康保険証健康保険証 として

マイナンバーカードマイナンバーカードを

従来の健康保険証は
令和７年12月１日を以て
使用できなくなります！

従来の健康保険証は
令和７年12月１日を以て
使用できなくなります！

※マイナ保険証をお持ちでない方については、
　　　  加入する医療保険者から資格確認書が交付されます。

マイナンバー
カードへの登録は、
当院カードリーダー
からも可能です！

詳細は、厚生労働省ホームページ
「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください！

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html


